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２０２２年 ３月 １０日 

広島大学長 

越智光夫様 

 

医療従事者に対する一時金について ―病院清掃業務に関する問題として― 

 

 

広島大学教職員組合 

執行委員長 神野礼斉 

 

 貴職の日頃の奮闘に敬意を表します。 

 さて、当該議題について、コロナ禍の中、心身に負担がかかる状況を考慮し、医療従事者等に今

年度も一時金の支給を実施くださったことに感謝します。 

 また、追加で以下の「清掃員」「メッセンジャー」にも支給の対応をしてくださることに御礼申し上げ

ます。 

令和 4年 3月給与支給日（3月 17日）に追加支給 

・霞地区運営支援部契約グループ・契約病院技能員 16名 支給額は 10,000円/人 

・霞地区運営支援部契約グループ・契約病院用務員 72名 支給額は 10,000円/人 

 

 当該部門（契約グループ）の清掃員（上記職）は、過去 2019 年（令和元年）7 月 1 日現在の実績

によると、20～29歳 1名、30～39歳 6名、40～49歳 8名、50～59歳 15名、60～65歳 21名、66

歳～70 歳 24 名、71 歳以上 8 名という人数構成であり、計 83 名中 60 歳以上が 53 名を占める圧

倒的に高齢者雇用の職場です。また、このことは現在においても求人に対し応募が少なく変わらな

いと聴いています。暑い夏、寒い冬の温度湿度の中、また勤務場所は病院内の多岐にわたります。

当該部署の組合員からも、病院内を少しでもきれいにし利用者の方に不便をかけないよう頑張りた

いが、従事者の入れ替わりが激しく、高齢にも関わらず、頻繁な担当場所の変更、急な代替出勤

要請、担当場所の人数減、契約時間 5h/日でも前は 6h/日でなされていた場所を任される等、負

荷が多いことを聴いています。それらの負荷は当然、当該職を取り纏める契約グループの事務職

にも反映されます。 

 今回、この契約グループの事務職には一時金が不支給ですが、金銭的な不満を申し入れするの

ではありません。大学側の気持ちとして一時金への配慮さえ行われないことへの悲痛な声を聴い

たことから申し入れをするものです。 

 

以下は過半数代表が聴取した当該地区の声です。 

                              

契約グループ(役務・清掃担当)の職員は、他の霞地区運営支援部の職員との整合性がとれなく
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なるとの理由で支給対象外と判断されています。支給対象者は、『病院の業務に従事している病

院以外に配属される者』と定められました。役務・清掃担当は、今後、すべての事項に関しこの対

象には含まれず、病院運営支援の一員とは見なされない存在になるものと危惧します。当該職は

霞地区運営支援部に所属していますが、実際の業務のほとんどが病院運営支援に対応していま

す。その根拠として病院所属ではないにもかかわらず、医療安全講習の必修受講、夏季一斉休暇

時の強制出勤、コロナ禍ではテレワーク促進からの適用除外等、様々な場面で病院勤務者と同じ

扱いを強いられています。 

 病院の運営支援の一員と見なされないのであれば、これらは、すべて不適切な措置を受けてい

ることになります。一時金が支給されないことが不満でお話するのではありません。『他の霞地区運

営支援部の職員との整合性の関係で』との理由付けに対して、病院運営支援に直接関わってきた

者として、公平性や適正性に欠けていると思わざるを得ない理由を、すんなりとは受け入れ難い気

持ちだからです。今回の理由付けに正当性が認められるのであれば、次の事項の矛盾を解消され

るか、組織として整合性のとれるよう見直すべきかのいずれかを検討し、労働環境の改善を図るべ

きであると考えます。 

１．夏の一斉休暇期間は，霞運営支援部の所属でありながら対象部署から除外され勤務して

いる。（職員には，家族に障がいのある者がおり、お盆の期間中の出勤時には、別途ヘル

パーを雇う必要があるためその経費を自己負担してまで出勤している。） 

2. 感染対策研修会への受講を義務付けられている。（病院勤務者とおなじ扱い） 

3. テレワーク業務の対象部署から除外されている。（病院勤務者とおなじ扱い） 

4. 清掃員やメッセンジャーに突発的な休暇や欠員がある場合は、代替要員として、直接業務

に従事している。 

これまで、当該職は、霞地区運営支援部に所属しながらほとんどが病院運営業務を本務として従

事し、サービス低下を生じないよう従事してきました。今回の一件では、支給対象者の選定判断に

おいて、業務内容を考慮せず組織単位で短絡的に区分されたことは、非常に屈辱的な思いが強く、

病院サービスの向上への意識や、士気は確実に下がっております。今回の件、何卒、組織の健全

化につながるようご尽力いただきますようよろしくお願いします。 

                                                        

以上ですが、本内容の提起により、当然のこと当該職への不利益を講じないよう求めます。また、

本件は当組合を窓口としますことを申し添えますので、真摯に向き合ってくださいますよう切にお願

い申し上げます。 

 

以上 


